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1

今
回
の
訴
訟
事
例
紹
介
に
つ
い
て

今
回
紹
介
す
る
事
例
は
、
東
京
都
あ
き
る
野
市
の
一
般

国
道
四
六
八
号

(
一
般
有
料
道
路

｢首
都
圏
中
央
連
絡
自

動
車
道
｣
(圏
央
道
))
予
定
地
の
東
京
都
知
事
に
よ
る
土

地
収
用
の
代
執
行
手
続
の
続
行
の
停
止

(執
行
停
止
)
を

め
ぐ
り
、
平
成
一
五
年
一
〇
月
三
日
、
東
京
地
裁
が

｢終

の
す
み
か
と
し
て
住
む
者
の
利
益
は
極
め
て
重
要
。
失
う

と
容
易
に
置
き
換
え
ら
れ
な
い
。｣
な
ど
と
し
て
決
定
し

た
執
行
停
止
を
不
服
と
し
て
、
国
土
交
通
省
や
東
京
都
な

ど
が
申
し
立
て
た
即
時
抗
告
審
で
、
平
成
一
五
年
一
二
月

二
五
日
、
東
京
高
裁
が

｢住
民
ら
に
回
復
困
難
な
損
害
が

あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。｣
な
ど
と
し
て
、
当
該
執
行

停
止
を
取
り
消
し
た
も
の
で
あ
る
。
平
成
一
五
年
=
一月

二
六
日
、
原
告
側
は
東
京
高
裁
の
即
時
抗
告
決
定
を
不
服

と
し
て
、
特
別
抗
告
の
申
立
て
を
行
い
、
本
件
争
訟
は
現

在
最
高
裁
で
係
争
中
で
あ
る
が
、
首
都
圏
三
環
状
の
一
翼

を
担
う
圏
央
道
は
、
首
都
圏
の
環
境
改
善
、
渋
滞
緩
和
等

に
資
す
る
重
要
な
道
路
と
し
て
、
多
く
の
地
域
住
民
、
自

治
体
等
か
ら
早
期
開
通
を
執
霧
王さ
れ
て
お
り
、
当
該
執
行

停
止
を
認
め
た
決
定
を
覆
す
今
回
の
決
定
は
、
注
視
に
値

す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

2

事
件
の
概
要

相
手
方
ら
は
、
日
の
出
I
C
~
あ
き
る
野
I
C
区
間

(以
下
、
｢本
件
区
間
｣
と
い
う
。)
の
圏
央
道
事
業

(以

ド
、
｢本
件
事
業
｣
と
い
う
。)
に
必
要
と
さ
れ
る
土
地
の

地
権
者
で
あ
り
、
国
土
交
通
大
臣
が
し
た
土
地
収
用
法
第

二
0
条
に
基
づ
く
本
件
事
業
の
認
定

(以
下
、
｢本
件
事

業
認
定
｣
と
い
う
。)
及
び
東
京
都
収
用
委
員
会
が
し
た

当
該
土
地
に
つ
い
て
の
同
法
第
四
七
条
の
二
に
基
づ
く
収

用
裁
決
及
び
明
波
裁
決
の
取
消
を
求
め
、
国
土
交
通
大
臣

及
び
東
京
都
収
用
委
員
会
を
被
告
と
し
て
訴
訟
を
提
起

し
、
現
在
係
争
中
で
あ
る

(平
成
一
六
年
二
月
二
四
日
結

審
予
定
)。

こ
の
中
の
明
渡
裁
決
に
つ
い
て
、
相
手
方
ら
は
、
明
渡

裁
決
の
効
力
及
び
明
波
手
続
の
執
行

(代
執
行
手
続
の
続

行
)
に
よ
り
回
復
困
難
な
損
害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
り
、

緊
急
に
停
止
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
し
て
、
行
政
事
件
訴

訟
法
第
二
五
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
当
該
訴
訟
の
判
決
が

確
定
す
る
ま
で
の
明
渡
裁
決
の
効
力
及
び
代
執
行
手
続
の

続
行
の
停
止
を
申
し
立
て
た
。

当
該
申
立
て
に
対
し
、
平
成
一
五
年
一
〇
月
三
日
、
東

京
地
裁
が
決
定
し
た
代
執
行
手
続
の
続
行
の
停
止

(明
渡

裁
決
の
効
力
の
停
止
に
つ
い
て
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第

二
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
却
下
。以
下
、

｢原
決
定
｣
と
い
う
。)
を
東
京
都
知
事
、
国
及
び
日
本
道

路
公
団

(抗
告
入
ら
)
が
不
服
と
し
、
平
成
一
五
年
一
〇

月
七
日
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
二
五
条
第
六
項
に
基
づ
き

即
時
抗
告
し
た
事
件
で
あ
る

(図
1
参
昭
雪

3

抗
告
入
ら
の
主
張

①

代
執
行
手
続
の
続
行
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て

土
地
の
収
用
に
よ
っ
て
、
居
住
の
利
益
を
失
う
結
果
と

な
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
不
利
益
は
、
土
地
収
用
法
に
よ

り
金
銭
的
補
償
に
よ
っ
て
償
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
、
金
銭
的
補
償
に
よ
っ
て
十
分
に
回

復
す
る
こ
と
が
で
き
る
性
質
を
有
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
相
手
方
ら
が
本
件
各
土
地
に
居
住
で
き
な
い
と
か
農

地
等
と
し
て
こ
れ
を
利
用
で
き
な
い
と
い
う
不
利
益
を
負

東
京
国
道
四
六
八
号

(圏
央
道
)

一
部
執
行
停
止
決
定
に
対
す
る
抗
告
事
件

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係



う
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
損
害
は
、
金
銭
的
な
補
償
に

よ
っ
て
容
易
に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
性
質
の
も
の
と

い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
執
行
停
止
の
要
件
に
つ
い
て
規
定

す
る
行
訴
法
二
五
条
二
項
所
定
の
｢回
復
の
困
難
な
損
害
｣

に
当
た
ら
な
い
。

東京都知事 :代執行へ

②

代
執
行
手
続
の
続
行
の
停
止
に
よ

る
公
共
の
福
祉
へ
の
影
響
に
つ
い
て

圏
央
道
事
業
は
、
都
心
か
ら
の
放
射

方
向
の
幹
線
道
路
と
接
続
さ
せ
、
都
心

を
通
過
す
る
の
み
の
交
通
を
排
除
し
、

都
心
近
郊
の
交
通
を
適
切
に
分
散
導
入

す
る
こ
と
に
よ
る
首
都
圏
の
慢
性
的
な

交
通
混
雑
の
緩
和
と
、
業
務
核
都
市
を

始
め
と
す
る
中
核
都
市
を
連
絡
す
る
こ

と
に
よ
り
、
業
務
機
能
等
を
適
切
に
分

散
さ
せ
、
地
域
開
発
を
促
進
す
る
な
ど

の
沿
線
の
地
域
づ
く
り
の
支
援
、
活
性

化
な
ど
の
た
め
に
計
画
さ
れ
た
公
共
性

の
極
め
て
高
い
事
業
で
あ
り
、
そ
の
効

果
の
早
期
実
現
を
図
る
た
め
、
完
成
し

た
区
間
か
ら
順
次
供
用
さ
れ
て
い
る
。

本
件
区
間
に
つ
い
て
も
、
あ
き
る
野
I

C
及
び
既
に
供
用
さ
れ
て
い
る
日
の
出

I
C
は
、
出
入
交
通
を
適
切
に
分
担
し

て
分
散
す
る
よ
う
に
設
置
が
計
画
さ
れ

1

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
あ
き
る
野
I
C

図

の
供
用
に
よ
り
国
道
一
六
号
、
国
道
四

一
一
号
の
渋
滞
や
交
通
量
が
減
少
す
る

も
の
と
見
込
ま
れ
、
多
く
の
地
域
住
民
や
沿
線
自
治
体
等

か
ら
も
早
期
供
用
が
要
望
さ
れ
て
い
る
。
本
件
区
間
は
、

相
手
方
ら
の
協
力
を
得
ら
れ
な
い
た
め
に
、
当
初
計
画
よ

り
三
年
も
工
事
が
遅
延
し
て
お
り
、
執
行
停
止
に
よ
り
更

に
事
業
が
遅
延
す
る
こ
と
は
、
公
共
の
福
祉
に
対
す
る
重

大
な
影
響
を
及
ぼ
す
。

れ
呻①

相
手
方
ら
の
主
張

代
執
行
手
続
の
続
行
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て

法
が
予
定
し
て
い
る
不
利
益
で
あ
る
か
ら
、
｢回
復
の

困
難
な
損
害
｣と
し
て
考
慮
で
き
な
い
な
ど
と
す
る
の
は
、

独
自
の
見
解
に
過
ぎ
ず
、
憲
法
上
の
人
権
た
る
居
住
の
権

利
を
無
視
し
、
本
件
に
お
け
る
相
手
方
ら
の
実
情
を
無
視

し
た
暴
論
で
あ
る
。
永
年
居
住
し
な
が
ら
快
適
な
居
住
環

境
を
形
成
し
て
き
た
相
手
方
ら
は
、
建
物
等
は
も
と
よ
り

居
住
や
生
活
そ
の
も
の
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
金
銭
的
な
補
償
で
到
底
満
足
で
き
な

い
も
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
居

住
の
自
由
を
奪
う
も
の
で
あ
る
。

②

代
執
行
手
続
の
続
行
の
停
止
に
よ
る
公
共
の
福
祉
へ

の
影
響
に
つ
い
て

都
心
部
の
通
過
交
通
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
現
に
、

圏
央
道
が
未
完
成
で
あ
る
た
め
に
首
都
圏
の
交
通
網
が
打

撃
を
受
け
て
い
る
事
実
は
全
く
な
く
、
圏
央
道
の
建
設
に

よ
り
分
散
導
入
が
図
ら
れ
れ
ば
か
え
っ
て
都
心
の
交
通
量
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は
増
大
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
開
発
を
見
込
ん
で
多

額
の
税
金
を
投
入
し
た
多
く
の
自
治
体
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊

後
逆
に
多
額
の
借
金
を
抱
え
、
開
発
計
画
も
頓
挫
し
白
紙

に
戻
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
地
域
開
発
の
促
進
と
い

う
前
提
が
破
綻
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
圏
央
道
を
建
設
し

て
も
、
通
過
交
通
の
排
除
と
分
散
導
入
に
よ
る
交
通
混
雑

の
緩
和
及
び
中
核
都
市
の
連
絡
と
い
う
効
果
は
な
く
、
そ　

　図

しき22km

の
事
業
の
公
共
的
意
義
は
存
し
な
い
。
よ
っ
て
、
本
件
区

間
の
事
業
を
進
め
る
こ
と
が
一
刻
の
猶
予
も
許
さ
れ
な
い

等
と
い
う
こ
と
が
全
く
事
実
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

L=8,7kmL=2‐okm

5

決
定
の
ポ
イ
ン
ト

〔東
京
高
裁
の
判
断
〕

①

代
執
行
手
続
の
続
行
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て

居
住
の
利
益
は
、
自
己
の
居
住
す
る
場
所
を
自
ら
決
定

す
る
と
い
う
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
居
住
の
自
由
に
由
来
し

て
発
生
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
格
権
の
基
盤
を
な
す
重

要
な
利
益
と
い
え
る
が
、
こ
の
居
住
の
自
由
は
、
国
土
利

用
や
社
会
的
基
盤
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
に
す
ぎ
ず
、
こ

の
利
益
は
経
済
的
、
社
会
的
、
文
化
的
に
同
一
な
地
域
社

会
な
い
し
地
縁
社
会
に
住
む
限
り
直
ち
に
失
わ
れ
る
と
い

う
も
の
で
は
な
く
、
現
住
の
土
地
自
体
に
居
住
し
続
け
な

け
れ
ば
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

新
た
な
場
所
へ
の
転
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
相
応
の
精

神
的
、
肉
体
的
負
担
を
強
い
ら
れ
る
と
は
い
え
、
あ
き
る

野
市
内
な
い
し
そ
の
付
近
に
お
い
て
現
住
居
と
経
済
的
、

社
会
的
、
文
化
的
に
同
一
な
地
域
社
会
な
い
し
地
縁
社
会

の
範
囲
内
に
移
転
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
ら
、
相
手

方
ら
は
、
転
居
に
よ
り
直
ち
に
故
郷
や
居
住
の
利
益
を
失

う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
の
精
神
的
、
肉
体
的
負

担
も
土
地
建
物
に
対
す
る
金
銭
賠
償
に
よ
り
十
分
填
補
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
墓

地
、
農
地
、
雑
種
地
等
の
有
形
の
財
産
的
な
損
害
は
金
銭

賠
償
あ
る
い
は
原
状
回
復
が
可
能
で
あ
る
か
、
代
替
的
な

首行セ 2004 2 69

回
復
あ
る
い
は
金
銭
賠
償
に
よ
り
十
分
に
填
補
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

②

代
執
行
手
続
の
続
行
の
停
止
に
よ
る
公
共
の
福
祉
へ

の
影
響
に
つ
い
て

圏
央
道
事
業
は
通
過
交
通
の
排
除
と
分
散
導
入
に
よ
る

首
都
圏
の
交
通
混
雑
を
緩
和
し
、
こ
れ
に
よ
る
大
気
汚
染

の
削
減
等
沿
道
環
境
を
改
善
す
る
と
と
も
に
、
中
核
都
市

の
連
絡
に
よ
る
業
務
機
能
の
分
散
と
地
域
開
発
の
促
進
な

ど
の
首
都
圏
の
更
な
る
発
展
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
一
環
に
あ
る
本
件
事
業
も
、
あ
き
る
野
I
C
は

日
の
出
I
C
と
は
異
な
っ
た
交
通
対
応
を
す
る
独
自
の
意

義
を
有
す
る
も
の
で
、
国
道
エ
ハ号
、
国
道
四
三

号
の

渋
滞
や
交
通
量
の
減
少
を
図
る
こ
と
等
を
期
待
で
き
る

上
、
沿
線
自
治
体
等
も
圏
央
道
事
業
そ
の
も
の
の
必
要
性

を
前
提
と
し
て
早
期
供
用
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
い
ず
れ
も
そ
の
公
共
的
必
要
性
が
極
め
て
高
い
事
業

で
あ
り
、
本
件
区
間
に
つ
い
て
早
急
に
工
事
を
完
了
す
る

必
要
性
も
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
明
渡
裁

決
の
執
行
を
停
止
す
る
こ
と
は
、
公
共
の
福
祉
に
重
大
な

影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
り
、
相
手
方
ら
が
明
波
裁
決

の
執
行
等
に
よ
っ
て
被
る
損
害
と
衡
量
し
て
も
無
視
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
。

平成元年3月 都市計画決定 L = 2 2 . 5 k m
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